
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
省
資
源
化
事
業
者
に
係
る
生
産
量
又
は
販
売
量
の
要
件
）

（
指
定
省
資
源
化
事
業
者
に
係
る
生
産
量
の
要
件
）

第
十
三
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
三
の

第
十
三
条

法
第
二
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
三
の

上
欄
に
掲
げ
る
指
定
省
資
源
化
製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲

上
欄
に
掲
げ
る
指
定
省
資
源
化
製
品
ご
と
に
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生

げ
る
と
お
り
と
す
る
。

産
台
数
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
生
産
台
数
以
上
で
あ
る
こ
と

と
す
る
。

（
指
定
再
利
用
促
進
事
業
者
に
係
る
生
産
量
又
は
販
売
量
の
要
件
）

（
指
定
再
利
用
促
進
事
業
者
に
係
る
生
産
量
の
要
件
）

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
四

第
十
五
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
四

の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
ご
と
に
そ
の
年
間
の
生
産
台
数

に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
生
産
台
数
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る

。

（
指
定
再
資
源
化
事
業
者
に
係
る
生
産
量
又
は
販
売
量
の
要
件
）

（
指
定
再
資
源
化
事
業
者
に
係
る
生
産
量
又
は
販
売
量
の
要
件
）

第
二
十
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
六

第
二
十
条

法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
別
表
第
六

の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
資
源
化
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
再
資
源
化

の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
資
源
化
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
指
定
再
資
源
化

製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
別
表
第
八

製
品
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
別
表
第
八

の
上
欄
に
掲
げ
る
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
製
品
ご
と
に
そ
の
事
業
年
度
に

の
上
欄
に
掲
げ
る
製
品
に
あ
っ
て
は
当
該
製
品
ご
と
に
そ
の
事
業
年
度
に

お
け
る
生
産
台
数
又
は
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
台
数
が
そ
れ
ぞ
れ
同

お
け
る
生
産
台
数
又
は
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
台
数
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
生
産
台
数
又
は
販
売
台
数
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る

の
中
欄
に
掲
げ
る
生
産
台
数
又
は
販
売
台
数
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

。



第
二
十
六
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

第
二
十
六
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
省
資
源
化
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
指
定
省
資
源

定
省
資
源
化
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
省
資
源
化
製
品
に

化
製
品
に
係
る
業
務
の
状
況
に
つ
き
、
次
の
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ

係
る
業
務
の
状
況
に
つ
き
、
次
の
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

と
が
で
き
る
。

る
。

一

当
該
指
定
省
資
源
化
製
品
の
種
類
及
び
数
量
そ
の
他
当
該
指
定
省
資

一

当
該
指
定
省
資
源
化
製
品
の
種
類
及
び
数
量
そ
の
他
当
該
指
定
省
資

源
化
製
品
の
製
造
又
は
販
売
の
業
務
に
関
す
る
事
項

源
化
製
品
の
製
造
の
業
務
に
関
す
る
事
項

二

当
該
指
定
省
資
源
化
製
品
に
係
る
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
の

二

当
該
指
定
省
資
源
化
製
品
に
係
る
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
の

た
め
の
構
造
の
改
善
そ
の
他
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る

た
め
の
構
造
の
改
善
そ
の
他
使
用
済
物
品
等
の
発
生
の
抑
制
に
関
す
る

事
項

事
項

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

、
指
定
省
資
源
化
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立
ち

、
指
定
省
資
源
化
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立
ち

入
り
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
省
資
源
化
製
品
、
当
該
指
定
省
資
源
化
製

入
り
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
省
資
源
化
製
品
、
当
該
指
定
省
資
源
化
製

品
の
製
造
の
た
め
の
設
備
及
び
そ
の
関
連
施
設
、
そ
の
販
売
に
係
る
指
定

品
の
製
造
の
た
め
の
設
備
及
び
そ
の
関
連
施
設
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を

省
資
源
化
製
品
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

第
二
十
七
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
再
利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
指
定
再
利

定
再
利
用
促
進
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
再
利
用
促
進
製

用
促
進
製
品
に
係
る
業
務
の
状
況
に
つ
き
、
次
の
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ

品
に
係
る
業
務
の
状
況
に
つ
き
、
次
の
事
項
に
関
し
報
告
さ
せ
る
こ
と
が

る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

一

当
該
指
定
再
利
用
促
進
製
品
の
種
類
及
び
数
量
そ
の
他
当
該
指
定
再

一

当
該
指
定
再
利
用
促
進
製
品
の
種
類
及
び
数
量
そ
の
他
当
該
指
定
再

利
用
促
進
製
品
の
製
造
又
は
販
売
の
業
務
に
関
す
る
事
項

利
用
促
進
製
品
の
製
造
の
業
務
に
関
す
る
事
項

二

当
該
指
定
再
利
用
促
進
製
品
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利

二

当
該
指
定
再
利
用
促
進
製
品
に
係
る
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の
利

用
の
促
進
の
た
め
の
構
造
の
改
善
そ
の
他
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の

用
の
促
進
の
た
め
の
構
造
の
改
善
そ
の
他
再
生
資
源
又
は
再
生
部
品
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

利
用
の
促
進
に
関
す
る
事
項

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

、
指
定
再
利
用
促
進
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立

、
指
定
再
利
用
促
進
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立



ち
入
り
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
、
当
該
指
定
再
利
用

ち
入
り
、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
、
当
該
指
定
再
利
用

促
進
製
品
の
製
造
の
た
め
の
設
備
及
び
そ
の
関
連
施
設
、
そ
の
販
売
に
係

促
進
製
品
の
製
造
の
た
め
の
設
備
及
び
そ
の
関
連
施
設
並
び
に
関
係
帳
簿

る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が

書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

２

主
務
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
職
員
に

、
指
定
表
示
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立
ち
入
り

、
指
定
表
示
事
業
者
の
事
務
所
、
工
場
、
事
業
場
又
は
倉
庫
に
立
ち
入
り

、
そ
の
製
造
に
係
る
指
定
表
示
製
品
、
当
該
指
定
表
示
製
品
の
製
造
の
た

、
そ
の
製
造
又
は
販
売
に
係
る
指
定
表
示
製
品
、
当
該
指
定
表
示
製
品
の

め
の
設
備
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
係
る
表
示
事
項
の
表
示
の
た
め
の

製
造
の
た
め
の
設
備
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
係
る
表
示
事
項
の
表
示

設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
関
連
施
設
、
そ
の
販
売
に
係
る
指
定
表
示
製
品
、

の
た
め
の
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
の
関
連
施
設
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検

当
該
指
定
表
示
製
品
に
係
る
表
示
事
項
の
表
示
の
た
め
の
設
備
及
び
そ
の

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

関
連
施
設
並
び
に
関
係
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
主
務
大
臣
）

（
主
務
大
臣
）

第
三
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の

第
三
十
一
条

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の

主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

主
務
大
臣
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
省
資
源
化
製
品
の
製
造
の
事
業
並

一

別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
省
資
源
化
製
品
の
製
造
の
事
業
に

び
に
同
表
の
二
、
三
及
び
六
か
ら
十
ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

省
資
源
化
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

二

（
略
）

二

（
略
）

三

別
表
第
四
の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
、
三
十
八
か
ら
四
十
七
ま
で
及
び

三

別
表
第
四
の
一
か
ら
三
十
四
ま
で
、
三
十
八
か
ら
四
十
七
ま
で
及
び

五
十
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
の
製
造
の
事
業
並

五
十
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
の
製
造
の
事
業
に

び
に
同
表
の
十
、
二
十
、
二
十
三
、
二
十
四
及
び
二
十
七
か
ら
三
十
ま

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
利
用
促
進
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入



し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

六

別
表
第
五
の
一
及
び
七
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製

六

別
表
第
五
の
一
及
び
七
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製

造
の
事
業
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の

造
の
事
業
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
で
あ
っ
て
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
の

販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣

七

（
略
）

七

（
略
）

八

別
表
第
五
の
二
及
び
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
で
あ

八

別
表
第
五
の
二
及
び
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
で
あ

っ
て
、
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

っ
て
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

、
農
林
水
産
大
臣

農
林
水
産
大
臣

九

（
略
）

九

（
略
）

十

別
表
第
五
の
三
及
び
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
で
あ

十

別
表
第
五
の
三
及
び
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
で
あ

っ
て
、
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は

っ
て
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

、
財
務
大
臣

財
務
大
臣

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

十
二

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
を

十
二

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
を

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
発
注
す
る
事
業
者
（
以
下
「
製
造
発

そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
た
め
に
発
注
す
る
事
業
者
（
以
下
「
製
造
発

注
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
二
号
及
び
第

注
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
二
号
及
び
第

三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

三
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入
れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包

び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入
れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包

ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も

ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の

の
に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣

に
つ
い
て
は
、
財
務
大
臣

十
三

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

十
三

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
自
ら

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
輸
入

輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働

さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大



大
臣

臣

十
四

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

十
四

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
自
ら

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
輸
入

輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産

さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大

大
臣

臣

十
五

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

十
五

別
表
第
五
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
表
示
製
品
の
製
造
発

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
六
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

注
事
業
者
が
行
う
事
業
（
同
項
の
中
欄
第
六
号
に
規
定
す
る
事
業
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
当
該
指
定
表
示
製
品
に
入

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
自
ら

れ
ら
れ
、
又
は
当
該
指
定
表
示
製
品
で
包
ま
れ
た
商
品
で
あ
っ
て
輸
入

輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業

さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大

大
臣

臣

２

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣

２

法
第
三
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
の
主
務
大
臣

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
資
源
化
製
品
の
製
造
の
事
業
及

一

別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
指
定
再
資
源
化
製
品
の
製
造
の
事
業
及

び
当
該
指
定
再
資
源
化
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売
の

び
当
該
指
定
再
資
源
化
製
品
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の
事

事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

二

別
表
第
八
の
一
か
ら
二
十
三
ま
で
及
び
二
十
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

二

別
表
第
八
の
一
か
ら
二
十
三
ま
で
及
び
二
十
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ

る
製
品
の
製
造
の
事
業
及
び
当
該
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の

る
製
品
の
製
造
の
事
業
及
び
当
該
製
品
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
の

の
販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

販
売
の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大

大
臣

臣

三

別
表
第
八
の
二
十
四
か
ら
二
十
八
ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
品

三

別
表
第
八
の
二
十
四
か
ら
二
十
八
ま
で
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
製
品

の
製
造
の
事
業
及
び
当
該
製
品
で
あ
っ
て
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売

の
製
造
の
事
業
及
び
当
該
製
品
で
あ
っ
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
の
販
売
の

の
事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣

事
業
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及

及
び
環
境
大
臣

び
環
境
大
臣



３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
関
係
）

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

一

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

年
間
の
紙
の
生
産
量
が
一
（
略
）

紙
の
生
産
量
が
一
万
ト
ン

万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と

以
上
で
あ
る
こ
と
。

。

二

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

年
間
の
硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
（
略
）

硬
質
塩
化
ビ
ニ
ル
製
の
管

製
の
管
又
は
管
継
手
の
生

又
は
管
継
手
の
生
産
量
が

産
量
が
六
百
ト
ン
以
上
で

六
百
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。

三

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

三

（
略
）

（
略
）

年
間
の
ガ
ラ
ス
容
器
の
生
（
略
）

ガ
ラ
ス
容
器
の
生
産
量
が

産
量
が
二
万
ト
ン
以
上
で

二
万
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。

四

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

四

（
略
）

（
略
）

年
間
の
複
写
機
の
生
産
台
（
略
）

複
写
機
の
生
産
台
数
が
一

数
が
一
千
台
以
上
で
あ
る

千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
。

五

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

年
間
の
建
設
工
事
の
施
工
（
略
）

建
設
工
事
の
施
工
金
額
が

金
額
が
五
十
億
円
以
上
で

五
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

一

（
略
）

一
万
台
（
略
）



一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二

（
略
）

一
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
（
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の

販
売
台
数
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

三

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

五

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

六

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

七

（
略
）

一
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
一
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

八

（
略
）

一
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
一
千
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

九

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

十

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ



と
。

十
一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
一

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
二

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
三

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
四

（
略
）

二
万
台
（
略
）

二
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
五

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
六

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
七

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
八

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
九

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
四
（
第
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
六
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

一

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

二

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三

（
略
）

一
万
台
（
略
）



一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

五

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

六

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

七

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

八

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

九

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

十

（
略
）

一
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
一
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

十
一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
一

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
二

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
三

（
略
）

二
千
台
（
略
）

二
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
四

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
五

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。



十
六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
六

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
七

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
八

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

十
九

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
十
一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

二
十
一

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十
二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

二
十
二

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十
三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十
三

（
略
）

一
千
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
一
千
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
十
四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十
四

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
十
五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

二
十
五

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十
六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

二
十
六

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
十
七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十
七

（
略
）

一
万
台
（
略
）



は
販
売
台
数
が
一
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
十
八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十
八

（
略
）

一
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
一
千
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

二
十
九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

二
十
九

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三
十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

三
十

（
略
）

五
万
台
（
略
）

は
販
売
台
数
が
五
万
台
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三
十
一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
一

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
二

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
三

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
四

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
五

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
六

（
略
）

一
千
台
（
略
）

一
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
七

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
八

（
略
）

一
万
台
（
略
）



一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
十
九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

三
十
九

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
一

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
一

（
略
）

二
万
台
（
略
）

二
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
二

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
二

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
三

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
三

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
四

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
四

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
五

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
五

（
略
）

五
千
台
（
略
）

五
千
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
六

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
六

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
七

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
七

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
八

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
八

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
十
九

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

四
十
九

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五
十

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
が
（
略
）

五
十

（
略
）

一
万
台
（
略
）

一
万
台
以
上
で
あ
る
こ
と
。



別
表
第
六
（
第
六
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
六
（
第
六
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

一

パ
ー
ソ
ナ
ル

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
台
数
又
（
略
）

一

パ
ー
ソ
ナ
ル
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
（
略
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
販
売
台
数
が
一
万
台
以
上
で
あ
る
こ

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
生
産
台
数
又
は
自
ら

（
重
量
が
一
キ
と
。

（
重
量
が
一
キ
輸
入
し
た
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

ロ
グ
ラ
ム
以
下

ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
販
売
台
数
が
一
万
台
以
上
で
あ
る
こ

の
も
の
を
除
く

の
も
の
を
除
く
と
。

。
）

。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ

。
）

二

密
閉
形
蓄
電
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
生
産
量
又
は
（
略
）

二

密
閉
形
蓄
電
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
密
閉
形
蓄
電
（
略
）

池
（
密
閉
形
鉛
販
売
量
（
自
ら
輸
入
し
た
も
の
の
販
売

池
（
密
閉
形
鉛
池
の
生
産
量
又
は
自
ら
輸
入
し
た
密
閉

蓄
電
池
、
密
閉
量
に
限
る
。
）
が
二
百
万
個
以
上
で
あ

蓄
電
池
、
密
閉
形
蓄
電
池
の
販
売
量
が
二
百
万
個
以
上

形
ア
ル
カ
リ
蓄
る
こ
と
。

形
ア
ル
カ
リ
蓄
で
あ
る
こ
と
。

電
池
又
は
リ
チ

電
池
又
は
リ
チ

ウ
ム
蓄
電
池
を

ウ
ム
蓄
電
池
を

い
う
。
）

い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

同
じ
。
）

別
表
第
七
（
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

別
表
第
七
（
第
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
一
条
関
係
）

一

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

年
間
の
電
力
の
供
給
量
が
（
略
）

電
力
の
供
給
量
が
一
億
二

一
億
二
千
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト

千
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
以
上

時
以
上
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

（
略
）

そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

年
間
の
建
設
工
事
の
施
工
（
略
）

建
設
工
事
の
施
工
金
額
が

金
額
が
五
十
億
円
以
上
で



五
十
億
円
以
上
で
あ
る
こ

あ
る
こ
と
。

と
。


